
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】平成２５年９月１７日（２０１３．９．１７）
（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１４７９３１２号（Ｄ１４７９３１２）
（２４）【登録日】平成２５年８月１６日（２０１３．８．１６）
（５４）【意匠に係る物品】ワイシャツ
【部分意匠】
（５２）【意匠分類】Ｂ１－１１２
（５１）【国際意匠分類（参考）】０２－０２
（２１）【出願番号】意願２０１３－４３５５（Ｄ２０１３－４３５５）
（２２）【出願日】平成２５年２月１２日（２０１３．２．１２）
（７２）【創作者】
【氏名】秋元　東洋男
【住所又は居所】神奈川県横浜市青葉区桂台１丁目１２番９号
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５０００４１２５９
【氏名又は名称】秋元　東洋男
【住所又は居所】神奈川県横浜市青葉区桂台１丁目１２番９号
【権利譲渡・実施許諾の表示】意匠権者において、実施許諾の用意がある。
【審査官】市村　節子　　
（５６）【参考文献】意登１４６４３９９　清水ネーム株式会社、ホームページ掲載実績あり、（特許庁意匠課
公知資料番号ＨＪ１８０２８５０４）
（５５）【意匠に係る物品の説明】このワイシャツは第１ボタンを外したときの見苦しさを軽減し、かつ首周り
を広く空けることにより涼しさを増すために、第１ボタン周辺および第１ボタン穴周辺の襟台を裏返して扁平に
抑えることを特徴とする。参考図２に示すように第１ボタン３のすぐ脇に新たにボタン穴（右ボタン穴）を設け
、また襟台近くに襟抑えボタン１および襟抑えボタン２を設けておく。ネクタイを締めた時を参考図１に示す。
次に参考図２に示すようにネクタイおよび第１ボタンを外し、矢印Ａに沿ってボタン１を右ボタン穴に掛け、矢
印Ｂに沿って、ボタン２を第１ボタン穴に掛けると参考図３のようになる。
（５５）【意匠の説明】実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。参考図１～
３は使用法を示す正面一部拡大図である。
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【参考図１】
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